
 

 

 

男女共同参画社会の実現をめざして 

 

 

本市は、男女が互いの人権を尊重しつつ、性別

にかかわりなく市民一人一人がその個性と能力を

十分に発揮し、家庭、職場、学校、地域など社会

のあらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画

社会の実現に向けて、さまざまな施策を推進して

います。 

平成６（１９９４）年には「北本市男女行動

計画」を策定し、これまで四次にわたり見直し

を重ねてまいりました。その間、平成１８（２

００６）年７月には「北本市男女共同参画推進条例」を制定し、同年１１月

には「北本市男女共同参画都市宣言」を行い、総合的かつ計画的に施策に取

り組んでまいりました。 

近年、社会においては少子高齢化や労働力人口の減少、核家族の増加など、

さまざまな構造の変化がさらに進行しています。それに伴い、女性の活躍促

進やワーク・ライフ・バランスの推進などに関する環境整備が求められてお

り、男女共同参画や多様性を尊重する社会の重要性がますます高まっていま

す。また、平成２７（２０１５）年に国連サミットにおいて掲げられたＳＤ

Ｇｓ（持続可能な開発目標）では、ゴールの一つとして「ジェンダー平等を

実現しよう」が掲げられています。 

このような中、「第五次北本市男女行動計画」の計画期間が令和４年度で

終了することから、「第六次北本市男女行動計画」を策定しました。また、

本計画には「北本市女性活躍推進計画」と「北本市配偶者等からの暴力の防

止及び被害者支援基本計画」を一体的に位置付けています。 

男女共同参画社会の実現には、市をはじめ、市民、地域、団体、事業者の

皆様がそれぞれの役割を認識し、互いに協働、連携して主体的に取り組む必

要があります。今後は、本計画に基づき取組を進めてまいりますので、より

一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、貴重な御意見を賜りました北本市

男女共同参画審議会委員の皆様、「北本市男女共同参画に関する意識・実態

調査」に御協力くださいました皆様、貴重な御提言をくださいました関係者

の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和５年３月 

北本市長  三 宮 幸 雄 
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